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株式会社ベストセーフティー　代表取締役　石田ゆみ 様

元全日空（ANA）のCAが
運送業の交通事故ゼロ実現に挑む！

安心と安全を実現する “ ツール ” と 
“ 教育の場 ” を提供
佐久間　まず、今の事業を始めた
きっかけを教えてください。
石田　元々、全日空の CA として空
の安全を守っており、今度は陸の安
全を守っていきたいと考えたことが
きっかけです。多くの事故について
言えることですが、小さな要因をも
とに大きな惨事を招くことがありま
す。その小さな事故の芽を摘むこと
に今は精進しております。
佐久間　なるほど。運送事業者に
とっても安全は第一です。陸の安全
も是非よろしくお願いします！ 

具体的に御社はどのようなサービ
ス・商品で運送事業者の安全を実現
しているのですか？
石田　代表的なものはプロドライ
バーコンテストです。ドラレコと
SD カードをあらかじめ配布して、2
日間の運行実績を記録していただき
ます。その後、SD カードの運行記
録をもとに、弊社提供ツール『Drive 
Corrector』の安全運転診断で点数
化し、プロドライバーコンテストに

て表彰を行います。また、継続した
安全運転のため、いただいた運行記
録に対するフィードバック資料を作
成し、ドライバーの運転特徴と運転
画像を DVD で提供いたします。

安全輸送意識をより社内に浸透さ
せたいと希望する事業者様も多いの
で、出張講義にて詳しく解説させて
いただくこともあります。
佐久間　プロドライバーコンテスト
とは面白いですね。コンテスト形式
だと印象に残りやすく、安全輸送意
識が組織内に浸透しやすいかもしれ
ません。今までの実績ではどのよう
なものがありますか。
石田　今までの実績としては、東京
都トラック協会 足立支部（6 年連続
開催，延べ 250 名）、東京都トラッ
ク協会（2年連続開催，延べ380名）、
栃木県トラック協会 宇都宮支部青
年部、大阪府トラック協会 中央支
部、長崎県トラック協会 青年部など
で実績があります。

『Drive Corrector』で運転行動を 
分析・可視化
佐久間　全国的に広がりを見せてい
ますね。少し意地悪な質問かもしれ
ませんが、安全管理に関してはデジ
タコで十分ではないでしょうか。わ
ざわざ御社のツールを使用して分析
する必要はあるのですか？
石田　ご指摘ありがとうございます

（笑）　実は最近こんな事例がありま
した。ある運送会社でドライバーを
している A さんなのですが、デジタ

コの安全輸送スコアは常に 100 点
近くであるものの小さな事故が絶え
ず、原因が分からないという状況で
した。そこで弊社の『Drive Corrector』
にてAさんの運転を分析したところ
56 点でした。単に弊社ツールが厳
しいのではなく、デジタコで識別で
きない右左折時の重力等のデータか
ら総合的に分析した結果です。つま
り、デジタコの安全輸送スコアだけ
では不十分なのです。
佐久間　なるほど、恐れ入りまし
た！ 独自のシステムでデジタコの
安全輸送スコアでは不十分な部分を
補完し、さらに研修やコンテスト、
フィードバック資料で全社的・継続
的な安全輸送意識を醸成するのです
ね。たしかにこれですと、陸の安全
を任せられそうです！（笑）

こだわり
企業紹介

2017年5月に交通事故ゼロの社会実現を目指し設立。安全運転診断ソフト『Drive 
Corrector』を中心に、プロドライバーコンテストや研修など、運送事業者の安全教育を
サポートしている。

株式会社ベストセーフティーの
詳しい業務内容

業務のご依頼はこちら

取材後記
既存の安全管理システムに満足

することなく、真の安全を確保し
たい！そんな想いを持って仕事を
する石田さんの姿勢に感銘を受け
ました。EC 市場が俄かに盛り上
がる日本において、物流は私たち
消費者や事業者にとっては経済の
大動脈といっても過言ではありま
せん。この物流の恩恵を享受でき
ている現在において、その後ろに
は石田さんのような立役者がい
らっしゃることを改めて認識しま
した。安全管理を徹底したい！よ
り高度な安全輸送を実現したい
方、是非お問い合わせください。
 （佐久間）

新聞にも取り上げられたプロドライバーコンテスト



弊所は『一般社団法人 AZ-COM
丸和・支援ネットワーク』（以下、
AZ-COM ネット）に加入しました。
AZ-COMネットとは、中小のトラッ
ク運送事業者を中心とする会員制の
ネットワークです。会員は、「経営改
善研修」や「配車担当者・ドライバー
向け教育」などの教育（人材育成）支
援メニューや、「ETC 大口多頻度割
引サービス (AZ-COM 協同組合を

通じて提供）」「トラックや燃料等の
割引販売」「運輸倉庫関連商材の共
同購入」といった経営（利益）支援メ
ニューを受けることができます。弊
所は会員向けに「運行管理者試験対
策講座」を提供する予定です。

加入のきっかけは今年横浜で開催
されたジャパントラックショーでし
た。会場で、AZ-COM ネットの理念
に共感し、役に立ちたいとの想いで

加入に至りました。今後は、「運行管
理者試験対策講座」の提供だけでな
く、会員交流を通じて、運送業界の
現状把握に努め、新たなサービス開
発のヒントを得たいと考えておりま
す。

運行管理者の業務は貨物自動車運
送事業運輸安全規則 20 条に 24 項
目に渡って列挙されています。しか
し、これら 24 項目について、１つ
１つ暗記するのは中々骨の折れる作
業です。私が運行管理者試験対策講
習を行う際には、以下のポイントを
お伝えします。

運行管理者が行えない業務は３

つ。それは『選任』『定める』『設置』
です。『選任』は人事に関わる権限、

『定める』は経営に関する権限です。
運行管理者はあくまでも安全輸送の
管理に徹するべきであり、人事や経
営に関する権限を持っていません。

『設置』は主に休憩スペースの設置
が問題になりますが、もし運行管理
者に『設置』の義務があれば会社の

資金を使ってスペースを設置する権
限を持つことになります。１人の従
業員に対して休憩スペース設置に関
する金銭的権限を持たせるのは現実
的ではなく、実際は経営者の判断の
もとで行われます。

したがって、『定め』の文字を見た
だけで④が誤った選択肢ということ
が分かります。

今年も運行管理者試験の季節になりました。そこで、今回は運行管理者試験の過去問を１問紹介します。運行管理者資
格をお持ちの方もそうでない方も一度腕試しで解いてみてください！  なお、本問は運行管理者試験のなかでも高頻度で
出題される問題です。

佐久間の部屋

問題
令和 2 年

第 2 回  問 2

次の記述のうち、貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない
業務として誤っているものを 1 つ選びなさい。

①運転者に対して、法令の規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運
転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに法令で定める所定の事項を記録し、か
つ、その記録を１年間保存すること。

②事業用自動車に係る事故が発生した場合には、法令の規定により「事故発生場所」等の所定の事項を
記録し、及びその記録を３年間保存すること。

③事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取り扱いについて、当該事業用自動車の乗務員
に適切な指導を行うこと。

④休憩または睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、
国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこ
れらを遵守させること。

さて、いかがでしたでしょうか。ここからは解答編です。なお、この問題は、解法のコツさえ知って
いればあっという間に解ける問題です（笑）

運行管理者試験に挑戦！

解答

一般社団法人AZ-COM丸和・支援ネットワークに加入しました
事務所
TOPIC

弊所では運行管理者試験対策についてのご相談も承っております。お気軽にお申し付けください。


